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議案第４１号

令和４年度教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・

評価について

令和４年度教育に関する事務の管理及び執行状況について、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第

２６条第 1 項の規定に基づき、別添のとおり点検・評価する。

令和５年８月２４日

米子市教育委員会教育長 浦 林 実
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議案第４２号

米子市指定有形文化財の指定に係る米子市文化財保護

審議会への諮問について

米子市文化財保護条例（平成１７年米子市条例第７７号）第３条

第１項の規定に基づき、次に掲げる文化財を米子市指定有形文化財

に指定するため、同条第２項の規定により米子市文化財保護審議会

に諮問する。

令和５年８月２４日

米子市教育委員会

有形文化財（歴史資料）

区分 種別 名称 所在地 数量 所有者

新規指定 有 形

文化財

皆 生 温 泉

市 街 地 設

計図（折下

吉延作製）

米子市皆生温泉

一丁目１８番１

１枚 皆生温泉観光

株式会社
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令和５年度米子市文化財指定文化財候補の概要について

皆生温泉市街地設計図（縦 761㎜、横 905㎜）

区 分 種 別 名 称 所在地 数 量 所有者・管理者

新規指定
有形文化財

（歴史資料）

皆生温泉市街地設計図

（折下吉延作製）

米子市皆生温泉

一丁目１８番１
１枚

皆生温泉観光株

式会社

【資料解説】（かいけおんせんしがいちせっけいず おりしもよしのぶさくせい）

地方振興の一環として皆生温泉開発に着手した有本松太郎は、単なる温泉開発でなく都市計画を

含む一大温泉郷開発を志した。その構想を具体的に示したのが「皆生温泉市街地設計図」であり、

当時、国立公園・公園計画の第１人者であった内務省技師・折下吉延（おりしもよしのぶ 1881～

1966）に依頼して、大正 10（1921）年に作製されたものである。本図は、その後の街路、市街区画、

公園等都市計画の骨組みとなっており、皆生温泉のなりたちを物語る重要な歴史資料である。

教 育 委 員 会 資 料

令和５年８月２４日

文 化 振 興 課
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議案第４３号

米子市教育委員会教育長に対する事務の委任に関する規則の

一部を改正する規則の制定について

米子市教育委員会教育長に対する事務の委任に関する規則の一部を改正

する規則の制定について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２号）第１５条の規定に基づき、次のとおり制定す

る。

令和５年８月２４日

米子市教育委員会
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米
子
市
教
育
委
員
会
教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

米
子
市
教
育
委
員
会
教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１
７
年
米
子
市
教
育
委
員
会
規
則
第
８
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正

後
改

正
前

米
子
市
教
育
委
員
会
教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る

規
則

米
子
市
教
育
委
員
会
教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規

則

（
趣
旨
）

第
１
条

こ
の
規
則
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
3
1
年
法
律
第
1
6
2
号
）
第
2
5
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
米
子
市
教
育
委

員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
米
子

市
教
育
委
員
会
教
育
長
（
以
下
「
教
育
長
」
と
い
う
。
）
に
委
任
し
、
又
は
教

育
長
を
し
て
臨
時
に
代
理
さ
せ
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。

［
新
設
］

（
事
務
の
委
任
）

第
２
条

委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
除
き
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を

教
育
長
に
委
任
す
る
。

⑴
～
⒂

［
省
略
］

（
教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
）

第
１
条

米
子
市
教
育
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
地
方
教
育

行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
3
1
年
法
律
第
1
6
2
号
）
第
2
5
条

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
除
き
、
そ
の
権
限
に
属
す
る

事
務
を
米
子
市
教
育
委
員
会
教
育
長
（
次
条
に
お
い
て
「
教
育
長
」
と
い

う
。
）
に
委
任
す
る
。

⑴
～
⒂

［
省
略
］

（
委
任
事
務
の
処
理
の
特
例
）

第
３
条

［
省
略
］

（
委
任
事
務
の
処
理
の
特
例
）

第
２
条

［
省
略
］

（
臨
時
代
理
）

第
４
条

教
育
長
は
、
第
２
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
緊
急
に
処
理
す
る

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
委
員
会
の
会
議
を
招
集
す
る
時
間
的

余
裕
が
な
い
と
き
、
又
は
委
員
会
の
会
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
当
該
事
務

［
新
設
］
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附
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

を
臨
時
に
代
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
教
育
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
事
務
を
臨
時
に
代
理
し
た
と
き

は
、
当
該
事
務
の
処
理
の
状
況
に
つ
い
て
、
次
の
委
員
会
の
会
議
に
お
い
て
委

員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
、
注
記
で
あ
る
。
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議案第４３号参考資料

米子市教育委員会教育長に対する事務の委任に関する規則の一部を

改正する規則の制定について

（改正理由）

教育委員会の権限に属する事務について緊急に処理する必要がある場合に

おいて、教育委員会の会議を招集する時間的余裕がないとき、又は教育委員会

の会議が成立しないときは、教育長は、当該事務を臨時に代理することができ

ることとするため、所要の整備を行おうとするものです。

（改正内容）

１ 題名を次のように改めることとする。

米子市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則

２ この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第１項の規

定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又

は教育長をして臨時に代理させることに関し必要な事項を定めるものとす

ることとする。（改正後第１条関係）

３ 教育長は、教育委員会の権限に属する事務について緊急に処理する必要が

あると認める場合において、教育委員会の会議を招集する時間的余裕がな

いとき、又は教育委員会の会議が成立しないときは、当該事務を臨時に代

理することができることとする。（改正後第４条第１項関係）

４ 教育長は、３の事務を臨時に代理したときは、当該事務の処理の状況につ

いて、次の教育委員会の会議において教育委員会に報告しなければならな

いこととする。（改正後第４条第２項関係）

５ この規則は、公布の日から施行することとする。

（関係法令）

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）

第25条（事務の委任等）

第１項 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権

限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に

代理させることができる。

第３項 教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、第１項の規

定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の

状況を教育委員会に報告しなければならない。
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議案第４４号

米子市行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例の制定について

教育に関する事務に係る「米子市行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利

用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例」の

議案を米子市議会９月定例会に提出することについて、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２

９条の規定により、米子市教育委員会の意見を求める。

令和５年８月２４日

米子市教育委員会
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米
子
市
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提

供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

米
子
市
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る

条
例
（
平
成
２
７
年
米
子
市
条
例
第
３
６
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則

こ
の
条
例
は
、
令
和
６
年
６
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

改
正

後
改

正
前

別
表
第
１
（
第
４
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
４
条
関
係
）

［
新
設
］

別
表
第
３
（
第
５
条
関
係
）

別
表
第
３
（
第
５
条
関
係
）

［
新
設
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
、
注
記
で
あ
る
。

機
関

事
務

１
～
５

［
省
略
］

６
教
育
委
員

会

米
子
市
要
保
護
及
び
準
要
保
護
児
童
生
徒
に
対
す
る
就
学
援
助
実

施
要
綱
（
令
和
５
年

月
日
施
行
）
に
よ
る
就
学
が
困
難
と
認

め
ら
れ
る
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
保
護
者
に
対
す
る
援
助
に

関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
、
規
則
で
定
め
る
も
の

機
関

事
務

１
～
５

［
省
略
］

情
報
照
会

機
関

事
務

情
報
提
供

機
関

特
定
個
人
情
報

１
・
２

［
省
略
］

３
教
育

委
員
会

米
子
市
要
保
護
及
び
準
要
保

護
児
童
生
徒
に
対
す
る
就
学

援
助
実
施
要
綱
に
よ
る
就
学

が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
学
齢

児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
保
護

者
に
対
す
る
援
助
に
関
す
る

事
務
で
あ
っ
て
、
規
則
で
定

め
る
も
の

市
長

次
に
掲
げ
る
情
報
で
あ
っ

て
、
規
則
で
定
め
る
も
の

⑴
住
民
票
関
係
情
報

⑵
地
方
税
関
係
情
報

⑶
生
活
保
護
関
係
情
報

⑷
外
国
人
生
活
保
護
関

係
情
報

情
報
照
会

機
関

事
務

情
報
提
供

機
関

特
定
個
人
情
報

１
・
２

［
省
略
］
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議案第４４号参考資料

米子市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部を改正する条例

（改正理由）

行政手続の簡素化による市民の負担軽減を図るため、行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、教育委員会が、

個人番号を利用することができる事務として、就学援助に関する事務を追加す

るとともに、当該事務における特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定め

ようとするものです。

（改正内容）

１ 教育委員会が個人番号を利用することができる事務及び当該事務を処理す

るために市長が提供することができる特定個人情報として、次のとおり追加

するものとする。（改正後別表第１の６の項及び改正後別表第３の３の項関

係）

⑴ 個人番号利用事務

就学が困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する援助に

関する事務であって、規則で定めるもの

⑵ ⑴の事務を処理するために提供することができる特定個人情報

ア 住民票関係情報

イ 地方税関係情報

ウ 生活保護関係情報

エ 外国人生活保護関係情報

２ この条例は、令和６年６月１日から施行することとする。

（関係法令）

１ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成25年法律第27号）

２ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

第19条第９号に基づく特定個人情報の提供に関する規則（平成28年個人情報

保護委員会規則第５号）

３ 米子市要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助実施要綱（令和５年

８月１日施行）

（参考事項）

１ 改正の趣旨

個人番号を利用することができる事務は、行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律（以下「法」という。）第９条第

１項及び別表第１に定められているが、これらに加え、同条第２項において、

10



地方公共団体の執行機関は、社会保障、地方税又は防災に関する事務その他

これらに類する事務であって条例で定める事務に、個人番号を利用すること

ができるとされている。

なお、市長と教育委員会は、それぞれ同一地方公共団体の他の執行機関に

当たるため、一方の執行機関の個人番号利用事務を処理するために必要な特

定個人情報として、他の執行機関の個人番号利用事務に係る特定個人情報を

提供する場合は、法第９条第２項及び第19条第11号の規定に基づき、条例で

定めることが必要とされている。

２ 施行時期

今回の改正による就学援助に関する事務に係る法第19条第９号の規定によ

る情報提供ネットワークシステムを使用しての特定個人情報の照会又は提供

については、本件一部改正条例の議決後、国の個人情報保護委員会に届け出

ることにより可能となる。

同委員会のスケジュールによれば、令和５年９月定例会において議決後、

同年10月中旬までに当該届出を行うことにより、令和６年６月を目途に、情

報提供ネットワークシステムを使用しての特定個人情報の照会又は提供が可

能となる。
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令和５年８月２４日

令和５年

第９回米子市教育委員会定例会議案

（当日配布分）

米 子 市 教 育 委 員 会



令和５年第９回米子市教育委員会定例会議案

目 次

議案第４５号 令和５年度一般会計補正予算（補正第４回）について（教

育委員会の所管に属する部分）



議案第４５号

（単位：千円）

                年 度   

 区分(項・目） 補 正 前 予 算 補 正 額 補 正 後 予 算 額

【10款　教育費】 4,643,108 432,967 5,076,075

 1 教育総務費 754,135 432,967 1,187,102

    1 教育委員会費 2,606 2,606

    2 事務局費 751,529 432,967 1,184,496

 2 小学校費 1,995,418 0 1,995,418

    1 学校管理費 559,151 559,151

    2 教育振興費 159,019 159,019

    3 学校建設費 1,277,248 1,277,248

 3 中学校費 517,053 0 517,053

    1 学校管理費 268,353 268,353

    2 教育振興費 149,394 149,394

    3 学校建設費 99,306 99,306

 4 社会教育費 584,062 0 584,062

    1 社会教育総務費 118,346 118,346

    3 図書館費 164,417 164,417

    4 教育文化施設費 50,030 50,030

    7 美術館費 68,370 68,370

    10 文化財保護費 182,899 182,899

 5 保健体育費 792,440 0 792,440

    1 保健体育総務費 153,661 153,661

    4 給食施設費 638,779 638,779

合　　　　計 4,643,108 432,967 5,076,075

　　　令和５年度一般会計補正予算（補正第４回）について（教育委員会
　　　の所管に属する部分）

　　令和５年８月２４日
米子市教育委員会

令和５年度予算額

　教育委員会所管に属する令和５年度予算を補正する議案を米子市議会９月定
例会に提出することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭
和３１年法律第１６２号）第２９条の規定により、米子市教育委員会の意見を
求める。

備 考

1



事業の概要（令和５年度一般会計補正予算（補正第４回））

担当課 こども政策課
（単位：千円）

区分 事 業 名
補正予算額

（補正後）
説 明

更新 義務教育学校整備事業

（１項－２目）

432,967

(587,726)

建設候補地の不動産鑑定に基づき、土地を

購入する。また、当初の予定（令和６年度）

より前倒しで開校準備委員会を設置し、開校

にあたり必要な事項を調査・検討する。

土地購入費 382,500 千円

物件移転補償費 50,000 千円

開校準備委員会経費 467 千円
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